
基本施策 施策の柱 主な取組 取組内容

　　 　　
静岡市成年後見制度利用促進計画の概要
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➀　市民向け講演会及び事業者向け説明会等の実施

②　専門職による相談会の実施及び中核機関（成年後見

   支援センター）に常設の相談窓口を設置

③　市長申立及び後見活動に対する報酬助成の対象者拡大

➀　広報事業の実施（再掲）

②　相談事業の実施（再掲）

③　市長申立の実施及び報酬助成の対象者の拡大

　2　制度を必要とする人を

　　利用につなげる支援の

　　実施

➀　市民後見人養成研修の実施及び市民後見人の活動支援

　体制の整備

②　市民向け講演会の実施及び日常生活自立支援事業から

　制度への移行についての検討

③　ガイドラインの作成

④　成年後見等受任者調整の方策の検討及び体制づくり

➀　市民後見人の養成（再掲）

②　保佐・補助及び任意後見の利用促進

③　意思決定支援及び身上保護についての

　ガイドラインの作成

④　成年後見等受任者の調整に関わる検討及び

　実施（再掲）

１　意思決定支援と

身上保護の重視

➀　中核機関（成年後見支援センター）の機能、人員、組

　織体制についての検討及び設置・運営

②　市民向け講演会及び事業者向け説明会等の実施

③　専門職による相談会の実施及び中核機関（成年後見支

　援センター）に常設の相談窓口を設置

④　市民後見人養成研修の実施及び市民後見人の活動支援

　の体制の整備

⑤　チーム支援の方策の検討及び支援体制づくり

⑥　成年後見等受任者調整の方策の検討及び調整の体制

　づくり

➀　ネットワークの構築

②　協議会の組織化及び運営

③　チーム支援についての検討及び実施

④　家庭裁判所との情報交換・調整

　2　中核機関（成年

　　後見支援センター）

　　の整備

　1　支援体制の構築

➀　不正事案を専門職団体等との共有

　　親族後見人へ制度の周知等の実施

　　国の施策をもとに実施

　１　安心かつ安全な

　　制度の運用
➀　不正の未然防止のための取組

3　不正防止の

　　徹底と利用しや

すさとの調和
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➀　協議会を構成する中核機関やその他の関係団体からな

　る権利擁護のネットワークの構築

②　法律・福祉の専門職や相談機関、地域関係者等により

　構成される協議会の組織化及び会の運営

③　チーム支援の方策の検討及び支援体制づくり

④　家庭裁判所との情報交換・調整

➀　中核機関（成年後見支援センター）の機能に

　ついての検討及び設置運営

②　広報事業の実施

③　相談事業の実施

④　市民後見人の養成

⑤　チーム支援についての検討及び実施（再掲）

⑥　成年後見等受任者の調整に関わる検討及び

　実施

【計画策定の概要】 「成年後見制度の利用の促進に関する法律（以下「法」という）」第14条第１項に規定される市町村計画として、国の成年後見制度利用促進基本

計画、静岡市地域福祉基本計画（第３次）、本市が取り組むＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念及び本市における成年後見制度の利用の実情を

踏まえ、計画を策定する。

【計画の位置づけ】 ➀法第14条第１項に規定される市町村計画 ②「第３次地域福祉基本計画」内に位置づけ

【計画期間】 2019年度～2022年度（４年間）

【基本理念】

すべての人が家庭や地域の中

で生涯を通じて生きがいを持ち

安心して健やかに自分らしい生

活を送ることのできるまちを目

指して

【基本目標】

１人ひとりに必要な支援を

提供できる環境づくり

【成年後見制度利用促進

計画における基本目標】

成年後見制度利用促進の

新しい仕組みづくり

第３次地域福祉基本計画

（計画期間：2015-2022）

【現状から見えてくる課題】

必要とする方は今後も増加するものの、

支援体制が十分でなく、

利用が進んでいない

〇認知症高齢者数の増加

1.9万人 ➡ 2.4万人

〇一人暮らし高齢者数の増加

3.9万世帯 ➡ 4.8万世帯

〇知的・精神障がい者数の増加

0.9万人 ➡ 1.1万人

〇権利擁護が必要な要支援者数 4,800人

〇制度利用者数 1,217人 ➡ 1,447人

〇専門職後見人の割合の増加

51.3％ ➡ 68.9％

〇市長申立率 静岡県は全国ワースト２位

本市も同様の状況

現状
H25 H29

※本計画を地域福祉基本計画内に位置付け、

計画の基本理念を引き継ぎ、基本目標の達

成を目指すとともに、成年後見制度に関す

る課題を解決するために、本計画の基本目

標を「成年後見制度利用促進の新しい仕組

みづくり」とする。

【数値目標】

➀後見等申立数

（申立人と本人との関係別件数）

2017年 2022年

270件 345件

②家庭裁判所から市民後見人と

して選任された延べ人数

2018年度 2022年度

0人 6人

➡

➡


